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所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に 

関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令要綱 

 

一 所得税法施行令の一部改正（第１条関係） 

１ 有価証券に準ずるものの範囲から資金決済に関する法律に規定する特定信託

受益権を除外することとする。（所得税法施行令第４条関係） 

２ 配当所得の金額の計算上控除する負債の利子について、控除する負債の利子

から除かれる負債の利子に係る有価証券等の範囲に、事業所得又は雑所得の基

因となった資金決済に関する法律に規定する特定信託受益権で一定のものを加

えることとする。（所得税法施行令第59条関係） 

３ 暗号資産について、次のとおり整備を行うこととする。（所得税法施行令第

119条の６、第119条の７関係） 

⑴ 自己が発行することにより取得した暗号資産の取得価額は、その発行のため

に要した費用の額とする。 

⑵ 暗号資産信用取引の範囲に、暗号資産交換業を行う者以外の者から信用の供

与を受けて行う暗号資産の売買を加える。 

（注）上記の改正は、令和６年分以後の所得税について適用する。（附則第３条

関係） 

４ 個別評価貸金等に係る貸倒引当金制度について、再生計画認可の決定に準ず

る一定の事実がその適用の対象となる事実であることを明確化することとする。

（所得税法施行令第144条関係） 

５ 特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例について、対象となる純損失の

金額の計算の細目等を定めることとする。（所得税法施行令第203条の２関係） 

６ 特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例について、適用対象となる親族

の範囲等を定めることとする。（所得税法施行令第204条の２関係） 

７ 寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に、福島国

際研究教育機構を加えることとする。（所得税法施行令第217条関係） 

８ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等につ

いて、納税の猶予を受けようとする者が非上場株式等を担保として供する場合

の手続等を定めることとする。（所得税法施行令第266条の２、第266条の３関係） 

９ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知制度等について、資金決済に関する法律

に規定する特定信託受益権の譲渡の対価（金銭に限る。）の支払を受ける場合に
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おけるその都度告知を要しないこととする特例に係る当該対価の支払をする者

の範囲に電子決済手段等取引業者を加えることとする。（所得税法施行令第342

条、第348条関係） 

10 その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

二 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の

一部改正（第２条関係） 

１ 給与等、公的年金等又は報酬等に対する源泉所得税の徴収猶予における徴収

猶予限度額の計算について、特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例の創

設に伴う所要の整備を行うこととする。（災害被害者に対する租税の減免、徴収

猶予等に関する法律の施行に関する政令第９条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

三 施行期日 

この政令は、別段の定めがあるものを除き、令和５年４月１日から施行するこ

ととする。（附則第１条関係） 

 


